
日 医療機関名 所在地 問い合わせは
3日 阿南医師会中央病院内 宝 田 町 ☎22−1313

10日 岩 城 ク リ ニ ッ ク 学 原 町 ☎23−5600
17日 村 上 内 科 外 科 医 院 那賀川町 ☎42−3110
24日 阿南医師会中央病院内 宝 田 町 ☎22−1313
29日 井 坂 ク リ ニ ッ ク 津乃峰町 ☎27−0047

※市内の休日医療機関は、変更される場合がありますので、
阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。
●夜間（毎日）の当番　17：00〜22：00

市内の医療機関または阿南医師会中央病院内
※阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。
●小児救急医療体制

24時間365日徳島赤十字病院が小児救急患者を受け入れてい
ます。（事前の電話連絡は不要です。）

４月の休日・夜間診療
軽症でも急いで治療の必要がある場合、次の医療機関で受診できます。
●休日昼間　9：00〜17：00

スポーツ施設４月の休館日
スポーツ総合センター（温水プール） 4・11・18・25 日
那賀川スポーツセンター 6・13・20・27 日
羽ノ浦総合国民体育館 4・11・18・25 日
羽ノ浦健康スポーツランド 4・11・18・25 日
県南部健康運動公園 5・12・19・26 日

４月の平日延長窓口

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、身分証明書の交付
（※時間延長時は、住民異動・印鑑登録等は行っていません。）

市民生活課（☎22−1116）へ
●納税相談　第１仮庁舎２階　納税課（☎22−1792）へ

６日㈬、20日㈬　17：15〜18：15　第１仮庁舎１階

表紙の写真は、椿町の明神山（標高442ｍ）山頂近くの峯神社から撮影した風景です。春の陽気に誘われて、いろいろな場所に出掛け、
まちを眺めてみてはいかがでしょうか。新しい阿南に出会えるかも。（谷内）これから10年、そして10年先…思いを馳せてみる。日本
の100歳以上の人口は61,568人で９割が女性。肩の力を抜いた前向きで年齢にとらわれないアラハン女性を道しるべに、悩み考えな
がら見聞を広めたい。（早野）桜の花が咲き誇る季節になりました。雨が降るとすぐに散ってしまうので、その前にしっかりと目に焼
き付けたいと思います。皆さんも市内各地で開催される桜まつりに出かけて、お花見を楽しんではいかがでしょうか。（相田）

編集室の

窓

日 開催日　　　時 時間　　　所 場所　
予 予約受付　　問 問い合わせ先

４月の相談

法律相談（要予約）	 ７日㈭、21日㈭
時 13:30〜16:30　所 第１仮庁舎１階
予 １カ月前から　問 市民生活課　☎22−1116
※内容により、お受けできない場合があります。

行政相談員による行政相談	 12日㈫、26日㈫
時 9:30〜11:30　所 第１仮庁舎１階
問 市民生活課　☎22−1116

司法書士による法律相談	 22日㈮
時 14:00〜16:00　所 ひまわり会館１階
問 市民生活課　☎22−1116

消費生活相談	 平日開館
時 9:30〜16:30　所 社会福祉会館３階（阿南駅南隣）
問 消費生活センター　☎24−3251

特設人権相談	 ６日㈬
時 13:30〜16:00　所 加茂谷公民館、宝田公民館
問 人権・男女参画課　☎22−3094

人権相談	 19日㈫
時 13:30〜16:00　所 ひまわり会館１階
問 人権・男女参画課　☎22−3094

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）
日 月曜日〜金曜日（祝日除く）時 9：00〜12：00
問 家庭教育支援チーム「育みクラブ」　☎42−3885

心配ごと相談	 ４日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪
時 10:00〜15:00　所 市民会館内社会福祉協議会
問 社会福祉協議会　☎23−7288

女性のための生き方なんでも相談	（要予約）
日 ５・12・19・26日　時 13:00〜17:00
日 ８・22日　時 13:00〜16:00
所 市民会館２階　相談室　予 随時
問 男女共同参画室相談予約電話　☎22−0361

年金相談（要予約）	今月の相談日はありません
時 9:30〜15:30　所 市商工業振興センター
予 1カ月前から電話による完全予約制
問 徳島南年金事務所　☎088-652-1511
※５月の相談日は12日です。

人口と世帯数

人　口　75,494 人 （−74）
（男）	36,508 人 （−42）
（女）	38,986 人 （−32）
世帯数　30,548世帯（−22）
※平成28年２月末日現在カッコ内は前月対比

選挙人名簿登録者数

登録者数　61,956人
（男）	　29,673人
（女）	　32,283人

※平成28年３月２日現在

４月の市税

■固定資産税（第１期、全期）
■軽自動車税（全期）
納期限は、５月２日㈪です。納め忘れのないようにしましょう。

問い合わせは　納税課（☎22−1792）へ

日曜相談窓口		24日㈰		8:30〜17:00（市役所第１仮庁舎２階納税課）

市税の納付および分納等の納税相談を受け付けています。
なお、課税の内容についての相談は受け付けておりません。
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